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まず、当アンケートの回収率については、７３％でした。（下図） 

これ以降はアンケートの質問の順番に、回答結果をまとめています。最初の質問に、矢印で

見方を示したので、これに倣って最後までご覧ください。 

平平平成成成２２２５５５年年年度度度 集集集団団団指指指導導導時時時ににに回回回収収収しししたたた アアアンンンケケケーーートトトののの結結結果果果

先般はお忙しい中、弊市のアンケートにご協力いただきまして、誠に

ありがとうございました。

この結果は、訪問介護事業所への公平公正なご案内や指導のために、

利用させていただきます。貴事業所でもご参考になさってください。

また、このアンケート結果に関してご不明な点がございましたら、 

末尾に記載の問合せ先までご連絡ください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

①何を参考にされていますか。※次にある赤本、青本、緑本とは、介護報酬の解釈（社会保険研究所発行）のことです。 

□赤本  □青本  □緑本  □岡山市の集団指導資料 □他都市（     市・県）の資料（Q&A集等） 

□岡山県の訪問介護Q&A取りまとめ集（H２２年１月） □厚生労働省のQ&A □内部で作成している資料 

□書籍（                  ） □インターネットサイト（                ） 

１．サービスの提供や運営の上で、困った時の主な解決方法について、教えてください。 

アンケートに記載していた質問を原文のまま引用しています。
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回答数１５０

投票数４３８ 

７５％の事業所が岡山市の集団指導資料を参考にしている。 

岡山県の訪問介護Q&A取りまとめ集を参考にしている事業所も多い。 

介護報酬の解釈２赤本、介護報酬の解釈１青本は半数程度。 

選択肢の（かっこ）の内部には、それぞれ以下のような記載がありました。
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左からアンケートの選択肢の順番に並べ、

グラフにしたものです。 
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（書籍）   

・サービス提供責任者の実務の

基本・必須知識 

・介護保険法令集 

（インターネットサイト） 

・日本ヘルパー協会HP(Q&A) 

・WAMNET 

・岡山市事業者指導課 

（他都市の資料） 

・大阪 

・岡山市 

アンケート結果からわかることをまとめ

ています。 

それぞれの質問に対する有効回答数です。基本的に、１５４（アンケート回収数）

から無記入の数を除いた数になっています。あてはまるものがなければチェックが

されない質問については、１５４が回答数になっています。 

それぞれの質問について、チェックされていた数です。【チェックの数＝投票数】 
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★ポイント★ 

Ｑ＆Ａは、各種法令や告示、通知において規定されている事項について、個別具体的な運

用方法を規定したものとなっており、便利です。 

岡山県の訪問介護Q&A 取りまとめ集は、岡山県長寿社会課が平成２２年１月に発行した

ものが最新です。岡山県トップページ > 分野で探す > 健康・福祉 > 高齢者 > 介護保険制

度 > 介護保険事業者の申請の手引、様式についてからご覧ください。 

厚生労働省のQ&Aは厚生労働省ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介

護 > 介護・高齢者福祉 > 介護サービス関係Ｑ＆Ａからご覧ください。 

介護報酬の解釈１青本（単位数表編）、介護報酬の解釈２赤本（指定基準編）の訪問介護

に関する内容については、事業所で閲覧できる状態にしておいてください。 

下図には、特に質問の多かった事項をまとめています。皆様も下記の事項について、不明

な点があった場合は、参照ページなどを開いてみてください。 

【質問数トップ５】平成２５年４月～平成２６年８月受付分 

      質問事項             参照ページ 

１位    通院等乗降介助          平成２５年度集団指導資料P１４３～P１５３ 

２位    同居家族がいる場合の生活援助   平成２５年度集団指導資料P１３６ 

３位    自立支援のための見守り的援助   介護報酬の解釈１青本P１９８ 

                       岡山県の訪問介護Q&A取りまとめ集P５５ 

４位    介護保険制度でできること     平成２５年度集団指導資料P３４、P１０４ 

      できないこと           介護報酬の解釈１青本P１９６～P１９９ 

５位    要支援者に対する訪問回数     岡山県の訪問介護Q&A取りまとめ集P４９ 

質問の回答結果を踏まえて、事業者指導課からお伝えしておきたいことまとめています。 

ちなみに、私が質問への回答や、指導で根拠を示す際には、

平成２５年度集団指導資料、平成２４年度集団指導資料、岡

山県の訪問介護Q&A取りまとめ集、青本、赤本の順によく

使用しています。 
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回答数１５０ 投票数３４４ 

事業者指導課への相談が一番多い。 

選択肢以外の公的機関に相談したり、あきらめたりする 

事業所はない。 

一つの対応しかしない事業所が２６％。 

★ポイント★ 

疑義等がある場合については、担当者宛に質問票を FAX してください。質問票はホーム

ページからダウンロードすると、パソコンでも編集できるようになっています。 

質問の窓口は、事業所の運営などについては事業者指導課、介護報酬の給付管理などにつ

いては介護保険課となっています。大まかに分かれていることをご承知おきください。 

居宅介護支援専門員の判断に任せてサービス提供をしていて、訪問介護事業所の介護報酬

が過誤調整になった例もあるので、疑義が生じる部分については、訪問介護事業所として

も納得できるまで調べたり、関係機関に相談したりして、確認をとるようにしてください。 
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②上記の参考資料を用いても解決できない場合は、どのように対応されていますか。 

□居宅介護支援専門員を頼る  □知人を頼る  □事業所内で話し合う  □事業者指導課へ相談する 

□介護保険課へ相談する □国保連合会へ相談する □前出以外の公的機関（         ）へ相談する 

□その他（                                     ） □あきらめる 
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回答数１５４ 投票数９８ 

全て作成している（チェックがなかった）事業所が５５％。 

支援経過表、日報については、作成していない事業所がほとん 

 どない。 

利用申込受付表を作成していない事業所は２５件。 

★ポイント★ 

サービス担当者会議録とアセスメント表は必ず作成しなければならないものです。サービス担当

者会議録は、居宅介護支援専門員が作成したものを受け取るだけでなく、訪問介護事業所として

サービス担当者会議で、訪問介護サービスについて検討したことなどを主にした記録を残してく

ださい。アセスメント表についても、訪問介護事業所として訪問介護サービスを行うにあたって、

利用者情報を把握するため、独自に作成してください。 

利用者又は居宅介護支援専門員等からの利用申込みに対して、受け入れできなかった場合は、そ

の理由及び対応を記録に残しておく必要があるため、利用申込表があると便利です。 

手順書及び支援経過表は、従業者が利用者について共通認識を持ち、同様のサービスを行うとい

う点で、効率的・能率的な運営のためには欠かせないものであるといえます。 

3
14 15

30

8

25

3

86

0

20

40

60

80

100

サ
ー
ビ
ス
担
当

者
会
議
録

支
援
経
過
表

（
個
人
別
）

ケ
ア
手
順
書

（
個
人
別
）

利
用
者
と
の
連

絡
ノ
ー
ト

日
報
（
業
務
日

誌
）

利
用
申
込
受
付

表

訪
問
介
護
事
業

所
と
し
て
の
ア

セ
ス
メ
ン
ト
表

チ
ェ
ッ
ク
な
し

作成していない様式

２．下記の中で、作成されていない様式があれば、教えてください。 

□サービス担当者会議録  □支援経過表（個人別） □ケア手順書（個人別） □利用者との連絡ノート 

□日報（業務日誌） □利用申込受付表  □訪問介護事業所としてのアセスメント表
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回答数１４７ 

新規の利用申込者に対して、サービス担当者会議開催日より前に、訪問介護事業所として

利用者の心身の状況等を把握するために、サービス提供責任者が利用者宅を訪問している

事業所数がしていない事業所の２倍程度ある。 

★ポイント★ 

原則、新規の利用申込者に対しては、サービス担当者会議開催日より前に、訪問介護事業

所として利用者の心身の状況等を把握するために、サービス提供責任者が利用者宅を訪問

するようにしてください。サービス担当者会議では、居宅介護支援専門員が決めたことを

聞くだけでなく、訪問介護事業所としてのアセスメントで把握したことを踏まえて、訪問

介護サービスについて話し合うようにしてください。 

アセスメント以外でも、同行訪問やモニタリング、訪問介護計画の評価、多様な評価など

を通して、サービス提供責任者が利用者を訪問し、心身の状況や意向を確認する機会を設

けるようにしてください。 

はい

61%

いいえ

34%

ケースにより対応

1%

無記

入

4%

事前の利用者宅訪問

３．新規の利用申込者に対して、サービス担当者会議開催日より前に、訪問介護事業所として利用者の心身の状況等を把握する

ために、サービス提供責任者が利用者宅を訪問されていますか。 

   □はい         □いいえ 



7 

回答数１４５ 投票数２５３ 

利用者宅敷地内に停められている場合が圧倒的に多い。 

利用者宅の前に停めるよりは、コインパーキングを利用する場 

 合のほうが多い。 

その他の回答には以下のようなものがありました。 

利用者契約駐車場、敷地外で契約されているパーキング等 

  近くのスーパー、市営の場合はお客様用駐車場、近所の空き地 

★ポイント★ 

駐車場所は、土地の所有者及び近隣住民の理解をよく得たうえで、決定するようにしてく

ださい。 

コインパーキング等を利用しなければならない場合であっても、通常の事業の実施地域内

に居住している利用者からは駐車料金を徴収することはできないので、事業所が負担し

なければなりません。また、利用者が駐車場を用意できないことを理由に、利用申込を

断ることはできません。ただし、通常の事業の実施地域外に利用者が居住する場合であ

れば、通常の事業の実施地域を超えた地点から交通費の実費と、駐車料金を徴収するこ

とができます。 
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４．利用者宅でのサービス提供中、車（自転車・バイクは含みません）はどこに停めていますか。 

□利用者宅敷地内   □近隣のコインパーキング   □利用者宅の前（近く）の道路  

□その他（                                  ） 
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回答数１５４ 投票数１２２ 

選択肢の問題については、経験したことのない事業所が 

 一番多い。 

自身の意思に反して、路上に停めている場合が多い。 

取り締まりを含む、外部とのトラブルが、５７件もある。 

駐車料金の負担について経営側との揉め事を経験したこ 

 とがある事業所が１０件もある。 

選択肢の全ての問題を経験したことのある事業所もある。 

★ポイント★ 

このような問題がある実態については、岡山市保健福祉局内の関係課へ情報提供しました。 

訪問介護事業所等が利用者の緊急の求めに応じて行う緊急訪問等については、本年度から

駐車許可の手続きが簡素化されました。この許可を受けることができれば、緊急訪問時に

駐車違反の取締りを受けることもなくなるかと思います。利用者宅への緊急訪問が必要に

なる可能性のある事業所においては、ぜひ手続きをお願いいたします。 

詳しくは次のページをご参照ください。 
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５．駐車場所に関して、下記の問題を経験されたことがあれば、教えてください。 

   □自身の意志に反して、路上に停めないといけない     □駐車違反の取り締まり 

   □利用者宅の近隣住民とのトラブル   □駐車料金の負担について経営側との揉め事 
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回答数１４５ 

自己点検シートを利用したことがない事業所が２０％ある。 

★ポイント★ 

自己点検シートは人員・設備・運営編と介護報酬編、ともに１６ページで構成されていま

す。このチェックシートを用いて、事業所の運営状況について確認していき、全て「適」

に○することができれば、介護保険法に則した適切な運営ができていることになります。

新規に指定された事業所においては、ぜひ制度の理解のためにご活用ください。 

なお、これは実地指導の事前提出資料になっています。 

平成２５年度集団指導資料の１０～１９ページには、平成２５年度の実地指導における主

な指摘・指導事項が載っており、自分の事業所では問題ないか、チェックができるように

なっています。その他、管理者業務については８８、８９ページ、サービス提供責任者の

責務は９５ページ、訪問介護計画の作成は１０２ページ、生活援助中心型の算定にあたっ

ては１３７、１３８ページで、それぞれ適正な運営ができているか確認するためにチェッ

クできるつくりになっているので、併せてご活用いただけると幸いです。 

ある
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ない

20%

無記

入

6%

自己点検シートの利用

６．岡山市事業者指導課のホームページに掲載している事業者指導課→在宅型サービス→その他自己点検シートをご利用された

ことはありますか。   

   □ある             □ない 
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回答数１４０ 投票数３９３ 

介護技術の向上、サービス提供責任者の業務、訪問介護

計画の作成について、関心をもっている事業所が多い。 

選択肢８つに対して、投票数が３９３と、全体的に投票 

 数が多い。 

その他の回答には、苦情対策、職場のメンタルヘルス、 

 精神障害や認知症の方への対応についての研修、などと 

 いったご意見がありました。 

★ポイント★ 

訪問介護事業所の皆様にこのようなご意向があることは、保健福祉局関係課へ情報提供し、

相談しています。 

岡山市保健福祉局の他課や総合特区の取り組み、岡山県の研修などでも、訪

問介護にも係る研修を行っているので、確認してみてください。 
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７．外部の研修について、どのような研修があれば参加してみたいですか。 

   □サービス提供責任者の業務  □アセスメント力向上  □訪問介護計画の作成  □ケア手順書の作成   

   □記録の書き方 □介護技術の向上 □コミュニケーション力向上 □その他（              ） 

14

41

37

26

15

4

2

12

3

0 50

無記入

1

2

3

4

5

6

7

8

事業所数

チ
ェ
ッ
ク
の
数



12 

回答数１５４ 投票数１９８ 

情報交換会に半数近くの事業所が参加したいと考 

えている。 

どれにも参加したくない、と考えている事業所より、 

 何か参加したいものがある事業所のほうが１６４件 

 も多い。 

他事業所の見学をしてみたい事業所が３６件。 

★ポイント★ 

新規の事業所が他の事業所に依頼して、その事業所のサービス提供に訪問介護員を同行さ

せて勉強や研修をさせている、という事例もあるようです。 

訪問介護事業所の皆様にこのようなご意向があることは、保健福祉局関係課へ情報提供し、

相談しています。 

事業者指導課としても、提案や企画の参考にさせていただきます。 
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８．他の訪問介護事業所と交流を図るために、参加してみたいものがあれば、教えてください。  

   □勉強会 □情報交換会 □交流会 □他事業所の見学 □その他（                   ） 
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回答数１３２

２６～３０人が一番多い。続いて３６～４０人、１６～２０人。

不明を除くと５０人以下の事業所が７０％を占めている。１００人以下の事業所が全体の９６％。 
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９．現在の利用者数          人/月 程度

５０人以下

44%

５１～１００人

13%

１０１～１

５０人

3%

１５１～２００人

2%

２５０人

1%

３１０人

0%

４００人

0%

不明

37%

利用者数別事業所割合

訪問入浴介護事業所

２件含む

訪問入浴介護事業所

４件含む
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回答数152 

持参資料のページ数はどちらかというと多いと思っている事業所が大多数。 

話すスピードが遅かったと感じた事業所はほぼなく、速かったと感じた事業所のほうが多い。 

ページをめくった回数は多い、説明は難しいと感じた事業所のほうが多かったようだ。 

１０．本日の集団指導について、来年度の参考にさせて頂きたいので、評価をお願いいたします。 

①持参資料のページ数      多い    □１  □２  □３  □４  □５    少ない 

②話すスピード         速い    □１  □２  □３  □４  □５    遅い 

③時間の長さ          長い    □１  □２  □３  □４  □５    短い 

④ページをめくった回数     多い    □１  □２  □３  □４  □５    少ない 

⑤説明のわかりやすさ      難しい   □１  □２  □３  □４  □５    簡単 

適切 
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★反省★ 

次の集団指導では、もう少しゆっくり、あまりページをめくらなくていいようにして、細かく説明できる

ように心がけます。指導内容の構成などについても、今回の評価をよく考慮して検討させていただきます。 

開くページがいったりきたりしてわかりにくかったというご指摘を頂きましたので、参考までに当日集団

指導で開いて頂いた資料の訪問介護編のページを、最初から順に、次に書き起こしました。訪問介護編が

全部で１６０ページあった中でも、集団指導当日に開いていただいたページの内容は特に重要ですので、

ぜひ今一度ご覧ください。 

ページ番号 → P３．４．９．１０～１４．７５．８３．２０．１２５． 

１２６．１３１．１５３．１３８．１３９．１３５．９９．１００．１０２． 

１０１．９４．９５．５９．６０．１．１５５．１５６～１５８．２．１５９ 

確実に質問の意味を理解して、お答えできる質問が１つあったので、ご紹介します。 

□質問 

処遇改善金はサービス提供責任者も請求できるのでしょうか。 

□回答 

訪問介護員等には、サービス提供責任者含むので、対象となります。 

□ご意見    

  お蔭さまにて貴重なご意見を多数頂戴することができました。今後はこれらのご意見を参考に、 

よりきめ細かで事業所の方々のご期待にそえる体制を確立してまいりたいと存じます。 

ご記入してくださった皆様、ありがとうございました。

事業所名                        

        ※ご記入してくださった事業所の方は、ありがとうございました。

以上で、平成２５年度集団指導時に回収したアンケートの結果についての説明は終わりです。 

ぜひこの後も、引き続きご覧ください。 

１１．訪問介護事業所の運営や集団指導について、下記のようなことがあれば、自由にご記入ください。 

□質問 □疑問点 □気になる点 □アドバイス □事業者指導課に対してのご要望 □ご意見 

□お困りの点 □来年の集団指導資料への追加希望 □集団指導当日に聞きたい内容 □感想 
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平成２６年7月現在 

岡山市の現存（休止を含む）事業所の統計データからわかることをまとめました。 

ぜひ、アンケートの結果を見るうえで、ご参考になさってください。 

指定に関すること

介護保険制度が確立されて以降、岡山市の訪問介護事業所は徐々に増え続けている。

平成２３年度から増加傾向が見られる。 

新規指定事業所数は平成１２年４月から現在までで、平均毎年１４件程度。 

平成１３年度から平成２０年度までに廃止した事業所はなかったが、平成２１年度からは、

平均毎年７件廃止している。 

【参考】岡山市の指定訪問介護事業所に関するデータ
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平成１２年度に指定された事業所が一番多い。 

近年指定された事業所の割合が高い。 

１４年以上事業を継続している事業所が一番多い。全体の２３％を占めている。 
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北区が半数を占めている。 

中区よりは、南区のほうが多い。 

東区が一番少ない。

介護報酬体制情報に関すること

算定している事業所がない、あるいは数件しかない加算や減算については、記載していません。 

通院等乗降介助を算定している事業所は全体の約２割。  

北区

49%

中区

18%

東区

12%

南区

21%

所在地別事業所割合

北区 １０４件

中区 ３８件

東区 ２６件

南区 ４６件

あり

19%

なし

81%

通院等乗降介助

あり ４１件

なし １７３件
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介護職員処遇改善加算Ⅰを算定している事業所は全体の約８割。算定していない事業所の 

４倍程度ある。 

介護職員処遇改善加算ⅡやⅢを算定している事業所はない。 

特定事業所加算Ⅰを算定している事業所は１件のみ。 

特定事業所加算Ⅱを算定している事業所は全体の約１割。 

特定事業所加算Ⅲを算定している事業所はない。 

介護職員処遇改善加

算Ⅰ

79%

なし

21%

介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算Ⅰ １７０件

なし ４４件

特定事業所加算Ⅰ

0%

特定事業所加算Ⅱ

8%

なし

92%

特定事業所加算

特定事業所加算Ⅰ １件

特定事業所加算Ⅱ １７件

なし １９６件
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平成２６年7月現在 

岡山市の現存（休止を含む）事業所の統計データからわかることをまとめました。 

ぜひ、アンケートの結果を見るうえで、ご参考になさってください。

指定に関すること

平成１２年度に指定されて、現在継続している事業所は１件のみ。 

平成２３年度に６件になって以降、訪問入浴介護事業所の数は変わっていない。 

現存の事業所の数より、廃止した事業所の数のほうが多い。 
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南区が半数を占めている。 

中区にはない。 

介護報酬体制情報に関すること  

算定している事業所がない、あるいは数件しかない加算や減算については、記載していません。 

介護職員処遇改善加算Ⅰを算定している事業所は全体の約８割。 

介護職員処遇改善加算ⅡやⅢを算定している事業所はない。 

北区

33%

東区

17%

南区

50%

所在地別事業所割合

北区 ２件

東区 １件

南区 ３件

介護職員処遇改善

加算Ⅰ

83%

なし

17%

介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算Ⅰ ５件

なし １件
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    問合せ先                      

〒７００－０９１３ 

  岡山市北区大供３丁目１－１８ＫＳＢ会館４階  

 岡山市事業者指導課訪問通所事業者係       

 ＴＥＬ：０８６－２１２－１０１３      

              ＦＡＸ：０８６－２２１－３０１０  

最後までお読みいただき、ありがとうございました。 

このアンケート結果および、記載の統計に関してご不明な

点がございましたら、上記の問合せ先までご連絡ください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 


